令和７年度西川町自作視聴覚教材制作支援金交付要綱
(目的)
第1条　町長は、視聴覚教材の制作意欲の向上及び教育・文化の振興を図るため、自作視聴覚教材制作者を支援し、西川町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年10月町規則第2号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において支援金を交付する。
(支援対象者)
第2条　支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)　当該年度に全県規模以上の自作視聴覚教材コンクールに、視聴覚教材を出品した個人又は団体
(2)　出品を証明できる書類を提出できる者
(3)　町内に在住し、町内において活動を行う者
(4)　その他町長が適当と認めた者
(支援金の額等)
第3条　支援金の額は、支援対象者1人又は1団体につき10,000円とする。
2　同一年度内における交付申請は、1人又は1団体につき1回限りとする。
(交付申請)
第4条　支援金の交付を希望する者は、令和7年度西川町自作視聴覚教材制作支援金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)　コンクールへの出品を証明する書類の写し
(2)　振込先口座が確認できる書類の写し
(3)　その他町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第5条　町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは支援金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第6条　町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消し、又は交付した支援金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1)　虚偽その他不正な手段により支援金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2)　法令又はこの要綱に違反したとき。
(3)　その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(委任)
第7条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附　則
[bookmark: _GoBack]この要綱は、令和8年2月25日から施行する。


別記様式
年　月　日
西川町長　殿
申請者　　　　　　　　　　　　　
住所　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　


令和7年度西川町自作視聴覚教材制作支援金交付申請書

令和7年度西川町自作視聴覚教材制作支援金交付要綱第4条の規定により、関係書類を添えて申請します。


